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（別紙１） 

管理運営状況 評価シート【令和７年度】 

（評価日：令和８年６月 19日） 

１ 施設の概要 

施設名 岩洞湖家族旅行村 

所在地 

電話・FAX 

HP・電子ﾒｰﾙ 

盛岡市薮川字亀橋地内 

019-681-5235（電話・ＦＡＸ兼用） 

E-mail：tm.sangyou@city.morioka.iwate.jp 

設置根拠 家族旅行村条例 

設置目的 

（設置：昭和 58年６月１日） 

県民の健全な家族レクリエーションの場を確保し、県民の保健及び休養に資するため設置した

ものである。 

施設概要 

敷地面積、建物面積、主な施設、利用定員等 

（1）面積 461,912.46㎡ 建物面積 ― 

（2）主な施設等 

   ピクニック広場、湿生花園、東側湖畔、山頂園地、キャンプ場、盛岡市施設 

施設所管課 
岩手県商工労働観光部観光・プロモーション室 

（電話：019-629-5574、メールアドレス：AE0006@pref.iwate.jp） 

 

２ 指定管理者 

指定管理者名 盛岡市 

指定期間 令和５年４月１日～令和 10年３月 31日（５年間） 

連絡先 盛岡市玉山総合事務所産業振興課（電話 019-683-3852） 

 

３ 指定管理者が行う業務等 

業務内容（主な

もの） 

・施設全体の保全業務 

・施設の維持管理業務 

・キャンプ場の管理業務 

・オートキャンプサイトの管理業務 

・芝、樹木の手入れ業務 

・その他 

職員配置、管理

体制 

 

３名（常勤換算２名） 

（令和８年３月 31日現在） 

組織図 

 

産業振興課職員２人 

         ↓ 

  旅行村管理臨時補助員・宿直代行人 

（内訳） 

正職員２名、非常勤・パート職員３名、

宿直代行人１名 

利用料金 
利用料金は、家族旅行村条例に定める金額により、指定管理者が利用者から利用料金を徴収し、

これを指定管理者の収入としている。 

開館時間 
原則９時から 17 時（宿泊：到着日の 13

時から出発日の 11時） 
休館日 

休村日なし 

（開村時期５月１日から 10月 31日まで） 

 

４ 施設の利用状況       （単位： ） 

（利用者数、

稼働率等） 

前期間 

平 均 

指定管理期間 
備考 

R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 期間平均 

第１四半期 5,968 5,248 4,777 3,039   4,355  

第２四半期 9,802 8,637 5,242 4,776   6,218  

第３四半期 2,358 2,016 1,187 698   1,300  

第４四半期 0 0 0 0   0  
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年間計（実績） 18,129 15,901 11,206 8,513   11,873  

年間計（計画）  20,000 20,000 14,000   18,000  

 

５ 収支の状況        （単位：千円） 

区  分 
前期間 

平 均 

指定管理期間 
備考 

R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 期間平均 

収

入 

利用料金収入 1,007 927 528 509   654  

県委託料 5,019 4,739 4,797 4,956   4,830  

自主事業収入         

         

小計 6,026 5,666 5,325 5,465   5,485  

支

出 

人件費 3,668 3,569 3,303 4,032   3,634  

維持管理費 3,068 3,394 3,332 4,347   3,691  

事業費         

自主事業費         

         

小計 6,736 6,963 6,635 8,379   7,325  

収支差額 ▲710 ▲1,297 ▲1,310 ▲2,914   ▲1,840 ▲は市負担 

 

６ 利用者の意見等への対応状況 

(1) 利用者意見（満足度等）の把握方法 

把握方法 利用者から苦情・提言等があれば受け付ける。 
実施 

主体 

岩洞湖家族旅行村管理人・担当課

職員 

(2) 利用者からの苦情・要望 

受付件数 苦情 ０件、要望 ０件、その他  ０件 

主な苦情、要望等 対応状況 

①  

②  

③  

その他利用者からの積極的な評価等 

 

 

７ 業務点検・評価（※） 

(1) 業務の履行状況 

項 目 事業計画、県が求める水準 実績（指定管理者の自己評価） 
評価 

指標 

運営業務 ① 基本協定書に基づき、業務を遂

行する。 

  ・施設の使用等の許可に関する

業務 

  ・家族旅行村での行為許可に関

する業務 

  ・家族旅行村での行為の禁止に

関する業務 

  ・施設の使用許可の取消し等に

関する業務 

  ・施設の利用料金に関する業務 

  ・施設又は設備の損害賠償等に

① 基本協定書に基づき、業務を遂

行している。 

・利用日、利用期間は計画通り実施 

・利用料金は県との協定に基づき設

定している。 

・利用料金は、その都度金融機関に

納付し、振込内訳及び領収書控の確

認を行っている。 

・施設管理で専門的知識が必要な業

務については、専門業者に再委託し

適切な管理を行っている。 

② 利用者の平等利用については、

Ａ 
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関する業務 

  ・施設及び設備の維持管理に関

する業務 

  ・その他管理に関し知事が必要

と認める業務 

② 利用者の平等な利用の確保を図

るとともに家族旅行村の設置目的

を効果的かつ効率的に達成できる

よう、適正な管理運営する。 

オートキャンプ場及びキャンプ場と

も利用者数に比べ余裕がある状態で

あり、来場した利用客は全てが利用

できる状態であり、苦情等は発生し

なかった。 

施設の利用状況 ① パンフレットを作成し、配布す

る等により、広く家族旅行村に関

する情報を提供し、利用の促進に

努めるものとする。 

② 旅行村入村者数の見込客数の目

標値を 14,000 人(Ｒ７年度)とす

る。 

③ 有料施設利用者数を 500人(Ｒ７

年度)とする。 

① パンフレットについては、既存

のパンフレットを随時増刷するこ

とにより利用の促進に努めてい

る。テントサイトの料金改定につ

いても対応済。 

② 入村者数は、8,513人となり、目

標値を達成することができなかっ

た。 

③ 有料施設利用は、164件と計画を

下回った。 

Ｂ 

事業の実施状況 観光情報発信に関わる団体等との連

携を図るとともに、自主的なイベン

トの開催などによる誘客活動を展開

する。 

８月に岩洞湖まつりを開催し、集客

を図った。 

Ａ 

施設の維持管理状況 ① 施設管理 

  ・施設及び県が貸与する備品を、

適正かつ良好な状態で管理す

る。 

  ・維持管理のため、予防保全及

び事後保全を行う。 

  ・法定点検等を実施する。 

  ・光熱水費の支払いを行う。 

  ・閉園中の巡視及び点検を実施

する。(積雪等により実施でき

ない場合を除く。) 

② 植栽管理 

  ・樹木、緑地等の維持管理のた

め、定期的な剪定、刈り払い

を行う。 

③ 清掃 

  ・施設の美観の保持及び快適な

環境の保全のため、定期的に

清掃を行うほか、随時必要な

措置を行う。 

① 施設管理 

・施設及び備品については、修理

等を行い適切に管理している。 

・維持管理のための予防・事後保

全を適切に行っている。 

・浄化槽法等の法律に基づく点検

を実施している。 

・経費の支払については、適切に

処理している。 

・閉園中の巡視については、地元

組織への業務委託により定期的

に行っている。 

② 植栽管理 

植栽の管理については、村内の

刈払い等を随時実施し、景観の

保持及び優れた環境の維持に努

めている。 

③ 清掃 

定期的に実施し、環境美化に努

めている。 

Ａ 

記録等の整理・保管 ① 基本協定書に定めるとおり、業

務の実施状況について報告書等を

作成する。 

  ・管理計画書 

  ・管理運営業務報告書 

  ・定期報告書 

  ・事業報告書 

  ・管理日誌 

  ・事故報告書 

② 上記について適切に報告及び保

管すること。 

・各種報告書等は全て作成するとと

もに、適切に報告及び保管してい

る。 

Ａ 
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自主事業、提案内容の実施

状況 

観光情報発信に関わる団体等との連

携を図るとともに、自主的なイベン

トの開催などによる誘客活動を展開

する。 

８月に岩洞湖まつりを開催し、集客

を図った。 

Ａ 

（施設所管課評価） 

・成果のあった点：基本協定書、業務仕様書及び管理運営業務計画書に基づき、適切に維持管理が行われ

ている。 

・改善を要する点：入村者数、有料施設利用者数ともに目標未達となっており、新たな誘客活動等を展開

する必要がある。 

 

 

 

 

(2) 運営体制等 

項 目 事業計画、県が求める水準 実績（指定管理者の自己評価） 
評価 

指標 

職員の配置体制 ① 業務を円滑に遂行するため、業

務に適したものを適時適切に配置

する。また、統一した名札等を定

め、業務に従事するものであるこ

とを明確にする。 

② 公の施設の業務に従事するもの

であることを自覚し、利用者への

応対、作業態度等に十分に注意を

払うよう徹底する。また、業務上

知り得たことを他にもらさないよ

う徹底する。 

① 周辺の地理を熟知し、仕事の内

容を十分把握している経験を有す

る者を採用し、管理棟では常時２

人体制で対応している。 

② 管理人（会計年度任用職員）に

も市正職員と同様に職務上の規

範・ルールの遵守を徹底させ、服

務自己診断シートの提出等により

服務状況を確認しながら、倫理保

持に努めている。 

Ａ 

苦情、要望対応体制 ① 利用者等からの苦情・提言等に

ついて受け付け、対応する。 

② 利用者の意見を管理運営に反映

させ、利用者の満足度を高める。 

連絡を密に取り対応協議できる体

制を構築し、サービス向上に努めて

いる 

Ａ 

危機管理体制（事故、緊急

時の対応） 

① 防犯・防災マニュアル等により

対応する。 

② 災害が発生した場合、又は発生

するおそれがある場合には、危機

対応マニュアル等により対応す

る。 

① 開村時（令和７年４月 21日）に

災害マニュアルを管理人へ配布

し、簡単な説明を行った。 

② 災害時の緊急連絡網を定め、日

頃から情報を共有することによ

り、災害対応マニュアルに則った

適切な対応を行える体制を構築し

ている 

Ａ 

コンプライアンスの取組

み、個人情報の取扱い 

① 管理運営に当たっては、法令及

び基本協定に従い、誠実に遂行す

る。 

② 管理運営の実施に関し知り得た

情報を漏らし、又は管理運営以外

には使用してはならない。 

③ 個人の権利利益を侵害すること

のないよう個人情報を適切に取り

扱う。 

管理運営に当たっては、基本協定 

に基づき、誠実かつ適切な管理運営

に努めている。 

個人情報保護については、利用者の

申請書等はロッカーに保管し施錠す

るなど、外部へ漏洩することのない

よう適切に管理している 

Ａ 

県、関係機関等との連携体

制 

① 県の指示に従い、相互に協調し

て業務を円滑に遂行する。 

② 緊急時の連絡体制を整える。 

① 県の指示には適切に従い、必要

に応じて連絡や協議を行いなが

ら、協力して業務を遂行した。 

② 緊急時は、管理棟→市産業振興

課→県観光・プロモーション室と

いう連絡網を定め、迅速かつ的確

な体制の維持に努めている。 

Ａ 
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（施設所管課評価） 

・成果のあった点：県と連携・調整を図り、基本協定書及び業務仕様書に基づき、管理体制・危機管理体 

制への準備、コンプライアンスの順守など適切に運営されている。 

・改善を要する点：特に無し。 

 

 

 

 

(3) サービスの質 

項 目 事業計画、県が求める水準 実績（指定管理者の自己評価） 
評価 

指標 

運営業務 ① 利用者の平等な利用の確保を図

るとともに家族旅行村の設置目的

を効果的かつ効率的に達成できる

よう、適正に管理運営すること。 

② 利用者等からの苦情・提言等に

ついて受け付け、対応する。 

① 施設や周辺地理等を熟知した職

員を配置し、効果的・効率的な管

理運営を行い、利用者の平等な利

用を確保することができた。 

② 特に苦情等は寄せられていない

が、問い合わせ等については適切

に対応した。 

Ａ 

利用者サービス ① 利用者の平等な利用の確保を図

るとともに家族旅行村の設置目的

を効果的かつ効率的に達成できる

よう、適正に管理運営すること。 

② 利用者等からの苦情・提言等に

ついて受け付け、対応する。 

電話での問合せ又は予約受付の際に

施設の概要、供用時間、利用手続等

について丁寧に説明するとともに、

来村時に施設案内チラシを渡し、各

種情報を伝達している。また、盛岡

市公式ホームページ内に施設案内を

掲載している。 

Ａ 

利用者アンケート等 利用者からの苦情・提言等について

受け付け、対応する。 

利用者に対してアンケート調査を実

施した。開村期間中は管理人が常駐

し、閉村中は担当職員が、苦情・提

言等に常時対応できる体制をとって

いる。 

Ａ 

（施設所管課評価） 

・成果のあった点：説明や苦情等に常時対応できる体制をとり、利用者からの要望についても、迅速に県 

と共有を図るなど、サービスの質の向上に努めている。 

・改善を要する点：特に無し。 

 

 

 

 

(4) サービス提供の安定性、継続性 

項 目 事業計画、県が求める水準 実績（指定管理者の自己評価） 
評価 

指標 

事業収支 ① 管理運営業務の実施に係る支出

及び収入を適切に管理し、その適

切な運用を図るものとする。 

② 管理運営業務計画の収支計画と

乖離しないこと。 

① 支出及び収入については、執行

計画に基づき適切に管理運用して

おり、業務仕様書に基づき運営状

況の報告を行っている。 

② 収支計画との乖離はないが、施

設の老朽化に伴う設備更新及び修

繕等の経費増が懸念される。 

Ａ 

指定管理者の経営状況 指定管理者の財務状況が適切である

こと。 

指定管理料だけでなく市費も繰り入

れて施設の管理運営を行うようにし

ている状況から、了知いただきたい 

Ｂ 

（施設所管課評価） 

・成果のあった点：収支計画に基づき、適切に維持管理が行われている。 

・改善を要する点：利用者ニーズに応じたサービスの向上や周辺施設との連携による収益の増加に取り組 

むなど、事業収支の安定に努める必要がある。 

 

 

 

 

 

※（注１）県記載欄：「事業計画・県が求める水準」、「評価指標」「施設所管課評価」 

指定管理者記載欄：「実績（自己評価）」 
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（注２）評価指標 

Ａ：協定書、提案書等の内容について高レベルで実施され、また、計画を上回る実績（効果）があり、優れた管理がな

されている。 

Ｂ：概ね協定書、提案書等の内容どおり実施され、計画どおりの実績（効果）があり、適切な管理が行われている。 

Ｃ：一部、改善・工夫を要する事項が見られたが、改善済み、または改善される見込みである。 

Ｄ：協定書等の内容に対し、不適切な事項が認められ、改善を要する。 

 

 

８ 指定開始年度から評価年度までの総合評価 

(1) 指定管理者の自己評価 

① 成果があった取組み、積極的に取り組んだ事項 

開設当初と比べると利用者数は減少しているが、青少年や家族、グループでの利用は、人口減少が進んでい

る薮川地区の活性化や地域資源の発信にも好影響があると考えている。今後も、宣伝やイベント開催を通じた

ＰＲにより魅力を発信し、更なる利用者増に努めたい 

② 現在、苦慮している事項、今後、改善・工夫したい事項、積極的に取り組みたい事項 

開村中は、広大な敷地や施設の中での来場者の安全確保、サービスの提供等のため最低限３人の会計年度認

職員の常駐が必要なほか、利用者が多い小中学校の夏休みには、利用客の状況に応じて夜間に別途１人の宿直

員を配置する体制をとっており、この体制を維持する人件費で指定管理料のほぼ５割を占めている。 

また、維持管理に欠かせない各種の委託料や光熱費が上昇しており、施設宣伝のためのパンフレット代等を

考慮すると、指定管理料のみでは賄えない状況にあり、これ以上の支出が増えないよう、費用と効果について

確認し、経費抑制に努めている。 

③ 県に対する要望、意見等 

施設の安全安心な利用を維持するため、施設設備の老朽化や劣化対しては、適切に対処する方針としている

が、指定管理者のみの負担で実施が困難な場合は、県による設備修繕・更新の実施を要望する。 

(2) 県による評価等 

① 指定管理者の運営状況について 

 長年にわたる管理受託経験を生かし、基本協定、業務仕様書及び管理運営業務計画書に基づき、適切な管理 

運営が行われている。 

② 県の対応状況について（自己評価） 

 指定管理者からの月例報告による状況報告など、施設の状況等について、指定管理者と情報共有しながら適 

正な運営が行われるよう対応している。 

③ 次期指定管理者選定時における検討課題等 

 施設設備の老朽化が進み、修繕を要する箇所等が増えてきており、来場者の安全確保、サービス維持のため、 

指定管理料の上限額の見直しを検討する必要がある。 

 

９ 改善状況等 

改善を要すると評価された項目（Ｃ、Ｄ評価の項目について） 

 

改善状況 

（指定管理者から県への報告年月日： 年 月 日） 

 

改善状況の確認 

（再評価年月日  年  月  日） 

 

 

 


